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　　富岡町指令　第　　　号
（住所）　　　　　　　　　　　
（氏名）　　　　　　　　　　　
　　福島県屋外広告物条例（昭和61年福島県条例第23号）第16条第１項の規定により、下記の措置を行うことを命じます。
記
　１　措置対象
　２　行うべき措置
　３　履行期限
（理由）
　　　　　　　　年　　月　　日
富岡町長　　　　　　　　印　　
　（教示）
　　　この処分について不服がある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に行政不服審査法第２条の規定により町長に対して審査請求をすることができる。
　　　　　　　　　　　　（事務担当　　　　　　　　　　）
